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はじめに 
 
１ 計画改定の趣旨 

県土は県⺠のための限られた資源であるとの観点から、国土利用計画は、
無秩序な開発に⻭⽌めをかけるなど土地需要を量的に調整する役割を期待
されてきました。こうした役割は今後とも⼀定程度必要であるものの、本
格的な人口減少社会を迎え、土地需要が減少する時代においては、県土を
適切に管理し荒廃を防ぐなど、県土利用の質的向上を図る視点がより重要
となってきており、国土利用計画の役割が大きな転換点を迎えています。 

今後は、人口減少下における県土の利用・管理のあり⽅を県⺠と明らか
に し て い く と と も に 、 土 地 需 要 が 減 少 す る こ と を 踏 ま え て 自 然 環 境 の 再
生・活用や安全な県土利用の推進等により、より安全で豊かな県土を実現
していくことが国土利用計画の重要な役割となります。 

このため、本計画では、県土管理、環境共生及び防災・減災の取組を重
視し、限られた資源である県土の総合的かつ計画的な利用を通じて、県土
の安全性を⾼め、持続可能で豊かな国土を形成する県土利用を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
２ 計画の性格 

本計画は、県内の市町村がその区域について定める国土の利用に関する計
画（以下「市町村計画」という。）及び⻑野県土地利用基本計画の基本とな
るものです。 

 
 
 
 
 
 
 
３ 計画の期間 

平成 24 年（2012 年）を基準年次とし、平成 37 年（2025 年）を目標年
次とします。 

 

  

人口減少下における 
県土の適切な利用・管理 

県土の安全性を⾼め 
自然災害による 
被害を軽減 防災・減災 

⻑野県計画 

全国計画 

市町村計画 

土地利用基本計画 

個別規制法による措置 

都市計画法・森林法等 

⻑野県の美しく豊かな 
環境を保全・再生・活用 

自然環境との 
共生 

県土管理 
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第１ 県土の利用に関する基本構想 
 
１ 県土利用の基本⽅針 
 (1) 県土の特性 

⻑野県は、本州の中央部に位置し、⾯積は全国第４位の 13,562k ㎡を
有しています。 

その地勢は、糸魚川－静岡構造線や中央構造線のほか多くの活断層が走
り、地形・地質は複雑で平野部は少ないものの、県土の四⽅を囲む「日本
の屋根」と呼ばれる 3,000ｍ級の雄大な山々、県土⾯積の約８割を占める
広大な森林、これらを源にして流れ出る多くの河川など、「天賦（てんぷ）」
ともいうべき美しく豊かな自然環境や景観に恵まれています。 

また、清らかな⽔をはぐくむ上流⽔源県であり、県⺠のみならず下流域
の住⺠生活や産業に豊かな⽔資源をもたらしています。 

さらには、首都圏・中京圏から 200km 圏内であるため多くの人がアク
セスしやすく、広大な県土の盆地や谷ごとに個性的な伝統文化が育まれる
など魅⼒にあふれ、移住先として人気は常に全国上位にあります。 

県土の利用に当たっては、こうした県土の特性を踏まえ、美しく豊かな
自然環境を保全・再生・活用しながら、安全で豊かな県土づくりを実現し
ていく必要があります。 

 
 (2) 県土利用をめぐる基本的条件 

今後、県土を利用するに当たっては、次のような基本的条件を考慮する
必要があります。 

 
ア 本格的な人口減少社会の到来 

○ 本県の人口は、平成 12 年の約 222 万人をピークに減少し、国⽴社会
保障・人口問題研究所の推計では、平成 37 年には約 194 万人になり、
⻑野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略に基づき人口減少に⻭⽌め
をかける政策を講じた場合でも約 197 万人になると⾒込まれています。 

年齢構成⽐では、年少人口と生産年齢人口の割合は減少し、⽼年人口
の割合が増加すると予測されています。 

 
○ 平成 16 年と平成 25 年における農地及び森林から宅地等への土地利

用転換については、農地転用⾯積は約 490ha だったものが約 330ha に
減少、また、林地開発許可等⾯積は約 40ha だったものが約 15ha に減
少しており、県全体として土地需要が減少している傾向がみられます。
（県農政部及び林務部調べ） 

 
○ 今後、土地需要は、観光地やインターチェンジ周辺など、⼀部では増

加が⾒られるものの、人口減少・⾼齢化の進展により全体として更に減
少していくことが想定され、その結果、県土管理⽔準の低下や非効率な
土地利用の増加等が懸念されます。 
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また、中山間地域では、不在村化の進⾏等により、⼿⼊れの不⼗分な
森林や荒廃農地が増加し、円滑な土地利用に⽀障をきたすことも懸念さ
れています。 

このため、今後の県土利用においては、本格的な人口減少社会におけ
る県土の適切な利用・管理のあり⽅を構築していくことが重要となりま
す。 

 
イ 自然環境等の悪化 

○ 人口減少・⾼齢化による土地への働きかけの減少により、これまで人
の⼿が⼊ることで良好に管理されてきた⾥地⾥山等においては、自然環
境や景観の悪化、野生⿃獣被害の深刻化、侵略的外来種の定着・拡大等
に加え、自然資源の管理や利活用に係る知恵や技術の喪失が懸念されて
います。 

 
○ また、地球温暖化に伴う気候変動により、今後、更なる自然環境の悪

化や自然生態系の損失が懸念されます。 
 

○ このような自然環境の悪化や生物多様性の損失が、土壌の劣化や⽔質
の悪化、植生の変化を通じて、⾷料の安定供給や⽔源涵

かん

養、県土保全な
ど暮らしを⽀える生態系サービス（自然の恵み）に及ぼす影響が懸念さ
れます。 

 
ウ 相次ぐ自然災害の発生 

○ 本県は、複雑な地形や脆弱な地質が広く分布しています。平成 23 年
の東日本大震災やその翌日の⻑野県北部の地震、平成 26 年の台風８号
に伴う南⽊曽町の土⽯流災害、御嶽山噴火災害、神城断層地震など、多
くの災害の発生により、県土利用⾯における安全・安⼼に対する県⺠意
識が⾼まっています。 
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(3) 本計画が取り組むべき課題 
県土利用をめぐる基本的条件を踏まえ、本計画が取り組むべき課題は次

のとおりです。  
 

ア 県土管理⽔準等の維持及び向上 
○ 都市では、人口減少の進展により、中⼼市街地の空洞化が進⾏すると

ともに、低・未利用地や空き家等が増加しており、土地利用の効率の低
下が懸念されています。 

農山村では、農地の転用に加え、⾼齢の農業就業者の離農等による農
地の荒廃により、農地⾯積の減少・管理⽔準の低下も懸念されています。
林業・⽊材産業においては、⻑期にわたって⽊材価格が下落するなど厳
しい状況にあり、⼀部に必要な施業が⾏われない森林もみられます。 

こ の よ う な 県 土 管 理 ⽔ 準 の 低 下 や 都 市 化 の 進 展 な ど の 県 土 利 用 の 変
化は、⽔源涵

かん

養機能の低下や⾬⽔の地下浸透量の減少等を通じて、⽔の
循環にも大きな影響を与えます。 

さらに、農山村を中⼼に、人口流出による所有者の所在の把握が難し
い土地が増加することが想定され、円滑な土地利用に⽀障をきたすおそ
れがあります。 

このため、本格的な人口減少社会においては、県土の適切な利用と管
理を通じて県土を荒廃させない取組を進めていくことが必要です。 

 
○ 人口減少・⾼齢化と経済のグローバル化が進⾏する中で、地域社会の

維持・活性化を図り、豊かさを実感できる県土づくりを目指す観点から、
生活や生産⽔準の維持・向上、さらには、移住・定住人口の増加に結び
つく土地の有効利用・⾼度利用を⼀層進めていくことが必要です。 

 
○ 平成 39 年に予定されているリニア中央新幹線の開業は、通勤・通学

圏の拡大、交流人口の増加、地域経済の活性化等、様々なメリットが期
待されます。 

このため、リニア中央新幹線整備がもたらすメリットを広く県内に波
及させ、県土の発展や地域振興に着実につなげる取組を、県土利用にお
いても進める必要があります。 

 
イ 自然環境・美しい景観等の保全・再生・活用 

○ 人口減少は、開発圧⼒の減少等を通じて空間的余裕を生み出す側⾯も
あるため、この機会をとらえ、生物多様性の確保や自然環境の保全・再
生を進めつつ、持続可能で豊かな暮らしを実現する県土利用を進めてい
くことが必要です。特に、⼀度開発された土地については、利用を放棄
されても人為的影響が残ることから、その地域本来の生態系には戻らず、
荒廃地等となる可能性があるため、自然の生態系に戻す努⼒が必要とな
ります。 
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○ 人と自然との関わりの中で育まれた景観、農山村の集落やまちなみ、
魅⼒ある都市空間や⽔辺空間を保全・再生・創出し次世代へ継承すると
ともに、これらを活用し地域の魅⼒を⾼めることが、伝統や文化を継承
しつつ個性ある地域を創生する観点からも必要となります。 

また、農林産物や再生可能エネルギーなどの地域資源を積極的に活用
し、地域内で経済が循環する自⽴的な仕組みを構築する取組も必要です。 

 
○ ⾥地⾥山等においては、土地への働きかけの減少により、自然環境や

景観の悪化、野生⿃獣被害の深刻化、侵略的外来種の定着・拡大、さら
に は自然資 源の管理や 利活用に 係る知恵や 技術の喪 失等が懸念 されて
いることから、自然環境と調和した持続可能な県土利用を進める必要が
あります。 

また、上流⽔源県として⽔源地の保全を積極的に図ることも必要です。 
 

○ 地球温暖化に伴う気候変動により、自然環境の悪化や生物多様性の損
失が懸念されることから、気候変動よる将来的な影響も考慮して、これ
に適応した県土利用を進める必要があります。 

 
ウ 災害に強い県土の構築 

○ 本県は、複雑な地形・地質を有するため、災害を受けやすいという特
性があります。 

また、近年全国的に、⾬の降り⽅は局地化・集中化・激甚化しており、
今後、気候変動によりさらに極端化・頻発化すると予測されています。 

さらには、全国的に近年頻発している火山災害により、７つの常時観
測火山に関係する本県でも、その対策の必要性が改めて認識されていま
す。 

このため、地域の特性を踏まえ、防災・減災対策の強化、災害リスク
の⾼い地域の土地利用の適切な制限、より安全な地域への諸機能や居住
の誘導等の取組を進めていくことが必要です。 

 
○ ⻑野県強靱化計画（平成 28 年３⽉ 25 日策定）の総合目標「多くの

災害から学び、生命・財産・暮らしを守りぬく」と、７つの基本目標を
踏まえ、従来の防災・減災対策に加え、災害が発生しても人命を守り、
経済社会が致命的なダメージを受けず、被害を最小化し、すみやかに復
旧・復興できる県土の構築に向けた県土強靱化の取組を推進していくこ
とが必要です。 
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(4) 県土利用の基本⽅針 
(3)で⽰した課題に取り組むため、本計画は、「適切な県土管理を実現す

る県土利用」、「自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用」、
「安全・安⼼を実現する県土利用」の三つを基本⽅針とし、県土の安全性
を⾼め、持続可能で豊かな県土を形成する県土利用を目指します。 

 
ア 適切な県土管理を実現する県土利用 

○ 都市的土地利用については、都市のコンパクト化に向け、⾏政、医療・
介護、福祉、商業等の都市機能や居住を中⼼部や生活拠点等に集約化し、
郊外への市街地の拡大を抑制します。集約化する中⼼部では、低・未利
用地や空き家の有効利用により、市街地の活性化と土地利用の効率化を
図ります。 

⼀⽅、集約化する地域の外側では、低密度化が進むことから、公共サ
ービスのあり⽅や、公園・農地・森林等の整備及び自然環境の再生など
の新たな土地利用等を勘案しつつ、地域の実情に応じた対応を進めます。 

また、ひとつの地域だけでは⼗分な機能を備えることが難しい場合に
は、地域の実情を踏まえ、地域が公共交通ネットワークで結ばれること
によって必要な機能を享受する取組を進めます。 

 
○ 農林業的土地利用については、⾷料の安定供給に不可⽋な優良農地を

確保し、県土保全等の多⾯的機能を持続的に発揮させるために農地の良
好な管理を⾏うとともに、農業の担い⼿への農地の集積・集約を進める
ことなどを通じて、荒廃農地の発生防⽌・解消と効率的な利用を図りま
す。 また、県土の保全、⽔源涵

かん

養等に重要な役割を果たす森林の整備
及び保全を進めます。 

 
○ ⽔循環については、都市における⾬⽔の貯留・涵

かん

養の推進や農地、森
林の適切な管理など、流域の総合的かつ⼀体的な管理等により、健全な
⽔循環の維持⼜は回復を図ります。 

再生可能エネルギー関連施設の設置に際しては、地域住⺠の生活、周
辺の土地利用状況、自然環境、景観、災害リスク等に⼗分に配慮します。 

 
○ 土地利用の転換は、復元の困難性に加え、生態系や健全な⽔循環、景

観等にも影響を与えることから、慎重な配慮の下で計画的に⾏ないます。 
また、土地の所有者が所有地の良好な管理と有効利用に努めることを

基本としつつ、所有者が管理できない場合には、所有者以外の者による
管理・利用を促進します。 

 
イ 自然環境・美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用 

○ 保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核として、
自然環境の保全・再生を進め、県⺠の福祉や地域づくりに資する活用を
進めます。 
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○ ⾥地⾥山等の良好な管理を進め、バイオマス等の再生可能な資源の循
環的な利活用に努めるとともに、資源の利活用に係る知恵や技術の継承
を図ります。 

 
○ ５つの国⽴公園に代表される自然公園の優れた自然や、農山村の豊か

な景観、地域の伝統文化、地場産品等の地域資源を活かし、地域間交流
や経済循環を促進するとともに、都市からの移住、二地域居住の増加を
図ります。 

 
○ 社会資本整備や土地利用において、良好な景観形成、気温上昇の抑制

等、自然環境の有する多様な機能を活用するため、生物の生息・生育の
場を提供するグリーンインフラの取組を進めます。 

 
○ 美しい農山村、魅⼒ある都市空間や⽔辺空間など、地域の個性ある美

しい景観の保全、再生、創出を進め、これらを活用した魅⼒ある地域づ
くりを進めます。 

 
○ 地球温暖化への対応や⽔環境の改善等の観点から、健全な⽔循環を維

持し、または回復するための取組を促進します。 
 

○ 外来種対策、野生⿃獣被害対策の推進など、生物多様性の確保と人間
活動との調和を図ります。 

 
ウ 安全・安⼼を実現する県土利用 

○ ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策を実施
するとともに、災害リスクの把握及び周知を図った上で、災害リスクの
⾼い地域の土地利用を適切に制限することが必要です。その際、中⻑期
的な視点から、⾼齢者施設等の要配慮者利用施設や公共施設等について、
災害リスクの低い地域へ⽴地を促すことにより、より安全な地域への居
住を誘導する取組を進めます。 

 
○ 経済社会上、重要な役割を果たす諸機能の適正な配置やバックアップ

を進めるとともに、交通、ライフライン等の多重性・代替性の確保、被
害拡大の防⽌、仮置場などの復旧復興の備えとしてのオープンスペース
の確保、農地の保全管理、森林や生態系の持つ県土保全機能の向上など
の取組を通じ、災害に強い県土を構築します。  

 
エ 複合的な施策の推進と県土の選択的な利用 

自然と調和した防災・減災の促進など複合的な効果をもたらす施策を進
め、県土に多⾯的機能を発揮させることで、土地の利用価値を⾼め、人口
減少下においても県土の適切な管理を⾏います。 

また、適切な管理が困難な荒廃農地などは、地域の実情に応じ、森林や
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自然環境の再生、希少野生生物の生息地等の新たな用途を⾒いだすことで
県土を荒廃させないなど、県⺠にとって最適な県土利用を選択するよう努
めます。 

 
オ 多様な主体による県土の県⺠的経営 

県⺠の社会参加や社会貢献意識の⾼まり、価値観の多様化等に伴って、
個人、ボランティア・ＮＰＯ、各種団体、企業等の多様な主体が、公共・
公益的な分野における活動を担いつつあります。 

人口減少・⾼齢化による農林業の担い⼿不⾜等から県土の管理⽔準が低
下している中で、こうした多様な主体による県土管理への直接的・間接的
なかかわりが期待されています。 

そのため、県⺠⼀人ひとりが県土に関⼼を持ち、その管理の⼀端を担う
県⺠の参加による県土管理（県土の県⺠的経営）を進めます。 
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２ 地域類型別の県土利用の基本⽅向 
 

 (1) 都市 
人口減少の進展により、中⼼市街地では空き家や空き店舗が増加するな

ど空洞化が進⾏し、活⼒の低下がみられます。 
⼀⽅、郊外部では以前と⽐べ減少しているものの、住宅や商業施設等の

開発がみられます。 
こうしたことを踏まえ、人口減少下においても必要な都市機能を確保す

るとともに、中⼼市街地の活性化を図りつつ、環境負荷の小さい安全で暮
らしやすい都市を形成するため、地域の実情を踏まえながら、都市のコン
パクト化を図り、⾼齢者をはじめ誰もが歩いて暮らせる集約型のまちづく
りを進めます。 

このため、都市における県土利用の基本⽅向は、次のとおりです。 
 

○ 既存のインフラストックを有効に活用するとともに、道路、公園、下
⽔道等の都市施設や⾼度情報通信網等の整備を計画的に進め、都市機能
の向上を図ります。また、地域の資源や特性を活かした個性あるまちづ
くりを進めます。 

 
○ 既成市街地においては、再開発、建物等の複合化による土地の⾼度利

用、低・未利用地の有効利用、公共交通の利便性の向上を図ります。 
特に、中⼼市街地では、周囲の環境やまちなみ景観等に配慮しつつ、中

⾼層住宅や商業施設と公用・公共用施設の複合化により、土地の⾼度利用
を図るとともに、低・未利用地や空き家については、地域住⺠や商店街な
ど多様な主体により、地域の実情に応じてコミュニティ施設や交流施設、
福祉施設、日用品販売施設等として有効に利用されるよう取組を進めます。 

 
○ 市街化を図る必要のある区域においては、計画的に整備を図ります。 

さらに、集約した都市間のネットワークを充実させることによって、拠
点性 を有する複 数の都市 と周辺の農 山村との 相互の機能 分担や交 流を促
進することを通じ、効率的な土地利用を図ります。 

新たな土地需要には、地域の実情も踏まえながら既存の低・未利用地の
再利用を優先させ、農林業的土地利用、自然的土地利用からの転換は抑制
します。 

 
○ 健全な⽔循環の維持⼜は回復や資源・エネルギー利用の効率化等によ

り、都市活動による環境への負荷の小さい都市の形成を図ります。 
また、美しく良好なまちなみ景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑地

及び ⽔辺空間に よる生態 系ネットワ ークの形 成等を通じ た自然環 境の保
全・再生等により、美しくゆとりある環境の形成を図ります。 
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○ 災害に強い都市構造を形成するため、諸機能の分散配置やバックアッ
プの整備、地域防災拠点の整備、オープンスペースの確保、ライフライ
ンの多重性・代替性の確保等を進めます。 

また、主要な都市機能が災害リスクの⾼い場所に⽴地している場合は、
耐震化等により安全性を向上させるとともに、より安全な地域に集約を図
るよう誘導します。 

 
 (2) 農山村 

農山村は、豊かな自然、歴史の中ではぐくまれた伝統文化、自然と調和
した生活文化等の大切な資源を有する地域であるとともに、農林業生産活
動等が⾏われることを通じて県土保全や⽔源涵

かん

養、自然環境の保全等の多
⾯的機能を発揮する地域です。 

しかし、人口減少・⾼齢化等により、農林業生産活動の停滞や集落機能
の低下が懸念されており、農山村の活性化が求められています。 

こうしたことを踏まえ、農山村が県⺠共有の財産であるという認識の下、
地域経営の中⼼的役割を担う市町村の⾏財政基盤の確⽴や生活・生産基盤
の整備を進める必要があります。 

このため、農山村における県土利用の基本⽅向は、次のとおりです。  
 

○ 地域に密着した生活道路、バス等の公共交通、下⽔道等の生活排⽔施
設、住宅等の生活基盤の整備を、生産基盤の整備とあわせて計画的かつ
⼀体的に促進します。 

生 活 サ ー ビ ス 機 能 等 の 維 持 が 困 難 に な る と ⾒ 込 ま れ る 中 山 間 地 域 等
の集落地域においては、日常生活に不可⽋な施設や地域活動を⾏う場を
歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などのネットワークでつ
ないだ「小さな拠点」の形成を促進します。 

 
○ ６次産業化 などによ る農林⽔産 物の⾼付 加価値化や 新たな⽊ 材需要

の創出、地域の歴史や風土を生かした農林業の振興、農山村の資源を活
用しながら観光等と結びついた新たな産業の創出等の取組により、就業
機会の確保を図ります。 

また、地⽅創生の取組を踏まえつつ、都市との機能分担や地⽅への移
住・二地域居住などを含む共生・交流を促進します。 

 
○ 健全な⽔循環の維持⼜は回復、担い⼿への農地の集積・集約、農地の

良好な管理、野生⿃獣被害への対応、森林資源の循環利用や適切な整備
等により、集落を維持し、良好な県土管理を継続させるとともに、美し
い景観の保全・創出を図ります。 

また、荒廃農地の解消に努め、その有効利用を促進します。 
その際、多様な主体による直接的・間接的な農林業への参画を促進し

ます。 
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○ 人間の働き かけを通 じて形成さ れてきた ⾥地⾥山な どの二次 的自然
に適応した野生生物の生息・生育環境を適切に維持管理します。 

 
○ 農地と宅地が混在する地域においては、地域住⺠の意向に配慮しつつ、

農業生産環境と地域住⺠の生活環境が調和するよう、地域の実情に応じ
た計画的かつ適切な土地利用を図ります。 

 
○ ため池の改修、地すべり対策等の実施により、災害に強い農山村づく

りを進めます。 
 
 (3) 自然維持地域 

自然維持地域は、原生的な自然や優れた風景地等を有し、県土の生態系
ネットワークを形成する上で中核的な役割を果たしています。 

このため、自然維持地域における県土利用の基本⽅向は、次のとおりで
す。 

 
○ 在来の野生動植物の生息・生育空間の適切な配置や連続性を確保し、

これにより気候変動への順応性の⾼い生態系の確保を図りつつ、自然が
失われつつある場合は再生を図ること等により、これらの地域を適正に
保全します。 

その際、外来種の侵⼊や野生⿃獣被害等を防⽌するとともに、自然環
境データの把握に努めます。 

また、適正な管理の下、自然の特性を踏まえつつ体験学習等のふれあ
いの場としての利用を図ります。 

 
３ 利用区分別の県土利用の基本⽅向 
 
 (1) 農地 

○ ⾷料の安定供給に不可⽋な優良農地の確保と、不断の良好な管理を通
じて県土保全や自然環境保全等の農業の有する多⾯的機能の維持・発揮
を図ります。 

 
○ 農業生産の効率を⾼め、農業の担い⼿を安定的に確保するため、農地

中間管理機構や農業生産基盤整備等を活用した農地の集積・集約を進め
るとともに、担い⼿に集中する⽔路等の管理を地域コミュニティで⽀え
る活動に対し⽀援し、荒廃農地の発生防⽌及び解消を促進します。 

 
○ 化学肥料や 化学合成 農薬に過度 に依存し ない環境へ の負荷の 低減に

配慮した農業生産を進めます。 
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 (2) 森林 
○ 林産物の供給、県土保全、⽔源涵

かん

養等の森林の持つ多⾯的機能を総合
的に発揮する持続可能な森林経営の確⽴に向け、主伐と植栽等による適
切な更新を進めるとともに、間伐等により多様で健全な森林の整備と保
全を図ります。その際、ＮＰＯや企業など多様な主体の直接的・間接的
な参加の促進を図ります。 

 
○ 都市及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保するため、

積極的に緑地としての保全と整備を図ります。 
また、農山村集落周辺の森林については、地域社会の活性化に加え、

多様な要請に配慮しつつ適正な利用を図るとともに、野生⿃獣とのすみ
分けを促進する緩衝帯の整備を進めます。 
 

○ 原生的な森林や希少野生動植物が生息・生育する森林等、自然環境の
保全が必要な森林や重要な⽔源地帯の森林については、適正な維持管理
を図ります。 

 
 (3) 原野等 

○ 湿原、⽔辺植生、在来の野生動植物の生息・生育地等の貴重な自然環
境を形成している原野は、生態系や景観の維持等の観点から保全を基本
とし、自然が失われつつある場合は再生を促進します。 

 
○ その他の原野及び採草放牧地は、地域の自然環境を形成する機能に⼗

分配慮しつつ、適正な利用を図ります。 
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 (4) ⽔⾯・河川・⽔路 
○ 河川はん濫地域や土砂災害の危険性のある区域においては、河川や砂

防施設等のハード整備のための必要な用地の確保を図ります。 
また、被害を最小限に⾷い⽌める減災の視点から、河川の⽔位情報等

の提供、土砂災害等のハザードマップの作成や警戒避難体制の整備、土
砂 災 害 警 戒 区 域 等 の指 定 に よ る 新 規 住 宅の ⽴ 地 抑 制 等 の ソ フト 対 策 を
実施し、ハードとソフト対策が⼀体となった総合的な防災・減災対策を
進めます。 

さらに、施設の適時・適切な維持管理及び補修・更新により、既存用
地の持続的な利用を図ります。 

 
○ 整備に当たっては、在来の野生動植物の生息・生育に適した良好な⽔

辺空間の確保、親⽔性、オープンスペース等の多様な機能の維持・向上
を図り、自然環境の保全・再生に配慮します。 

 
 (5) 道路 

ア ⼀般道路 
○ 県内外各地との交流・連携を促進し、県土の有効利用と地域の暮らし

や産業を⽀える基盤整備を進めるため、必要な用地の確保を図ります。
また、適切な維持管理・更新により、既存用地の持続的な利用を図りま
す。 

 
○ ⾼規格幹線道路の整備促進、地域⾼規格道路の整備に向けた取組等、

交流を拡大し地域の活⼒を創出する交通基盤の整備を図ります。 
 

○ 交通渋滞や 危険箇所 の解消等に よる物流 の円滑化や 観光地へ のアク
セス向上など、本県の経済を⽀える幹線道路網の構築や快適な暮らしを
⽀える生活道路の整備を進めます。 

 
○ 災害時にお ける緊急 輸送路の信 頼性向上 に向けた道 路網の構 築を図

ります。 
 

○ 整備に当たっては、生活環境や自然環境に配慮することとし、特に市
街地においては、道路緑化等により、良好な沿道環境の保全と整備を図
ります。 

 
イ 農道及び林道 

農林業の生産性の向上、農地や森林の適正な管理、農山村の生活環境の
改善のため、必要な用地の確保を図ります。 

なお、整備に当たっては、自然環境の保全に⼗分配慮し、適切な維持管
理・更新により、既存用地の持続的な利用を図ります。 
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 (6) 宅地 

ア 住宅地 
○ 暮らしの豊かさや環境への関⼼の⾼まりを踏まえ、ゆとりある住環境

づくりを進めるため、⻑期にわたり使用できる住宅の普及促進や、住宅
の耐震性能、断熱性等の環境性能を含めた既存の住宅ストックの質の向
上を図ります。 

また、土地利用の⾼度化、低・未利用地や空き家の有効活用、既存ス
トックの有効活用を優先しつつ、ユニバーサルデザイン、省エネルギー、
景観等に配慮した良好な住環境が形成されるよう、必要な用地を確保し
ます。 

 
○ 特に都市においては、土地利用の⾼度化や低・未利用地の有効利用に

より、良質な住宅地を供給するとともに、オープンスペースの確保によ
る安全性の向上を図り、ゆとりある快適な環境の形成を進めます。 

 
イ 工業用地 

○ 産業構造の変化、成⻑産業や地域資源を活用した⾼付加価値産業創出の動向
等を踏まえ、産業集積を進める上で必要な用地の確保を図ります。その
際、環境の保全等に⼗分配慮するとともに、低・未利用地の有効利用を
図ります。 

 
○ 工場と住宅が混在する地域においては、計画的な工場の再配置を図り

ます。 
また、移転等に伴って生ずる工場跡地については、土壌汚染の調査や

対策を講ずるとともに、良好な都市環境の整備等のため有効利用を図り
ます。 

 
ウ その他の宅地 

○ 中⼼市街地の活性化や良好な環境の形成に配慮しつつ、空き店舗、空
き地等の低・未利用地の有効利用を図ります。その際、⾼齢化等地域の
実情に応じたコミュニティのよりどころとしての交流施設や福祉施設、
日用品販売店舗等への活用に配慮します。  

 
○ 大規模集客施設の⽴地については、都市構造への広域的な影響や景観

との調和等を踏まえ、地域の意⾒を反映した適正な⽴地となるように配
慮します。 

 
○ 庁舎等の公共施設は、建て替えなどの機会をとらえ、災害リスクに⼗

分配慮しつつ、都市の中⼼部等での⽴地を促進させることにより、災害
時の機能を確保するとともに、より安全な地域への市街地の集約化を促
進します。 
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 (7) その他の土地利用 
ア 公用・公共用施設用地 

○ 文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設等の公用・公共用施設
の用地については、県⺠生活上の重要性とニーズの多様化を踏まえ、環
境の保全や景観に配慮して必要な用地の確保を図ります。 

 
○ 施設の整備に当たっては、耐震性等を含めた耐災性の確保と、災害時

における施設の活用に配慮するとともに、施設の拡散を防ぐ観点から、
空き家・空き店舗の再生・活用や街なか⽴地に配慮します。 

 
イ 低・未利用地 

○ 都市及びその周辺地域の低・未利用地については、居住用地や事業用
地等として再利用を図るほか、公共用施設用地や指定緊急避難場所等の
防災用地、自然再生のためのオープンスペース等、居住環境の向上や地
域の活性化に資する観点から積極的な活用を図ります。 

 
○ 荒廃農地については、⾷料生産を確保し、⾷料自給率を向上させるた

め、作付・再生可能なものについては所有者による適切な管理に加え、
多様な主体の直接的・間接的な参加を促進することにより、農地として
の再生・活用を積極的に図ります。 

なお、再生困難な荒廃農地については、地域の実情に応じて森林等新
たな生産の場としての活用や、自然環境の再生を含め農地以外への転換
を進めます。 

 
○ ゴルフ場やスキー場等の⽐較的大規模な跡地は、森林への転換を進め

るほか、周辺の自然環境や景観等への影響、災害リスク、地形等へ配慮
しつつ、有効利用を図ります。その際、近隣地域住⺠の生活環境と調和
するよう、その用途や撤退時の対応等を含め地域の実情に応じた計画的
かつ適切な土地利用を図ります。 
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第２ 県土の利用区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 
 

１ 県土の利用区分ごとの規模の目標 
 

○ 計画の目標年次は平成 37 年とし、基準年次は平成 24 年とします。  
 

○  県土の利用 に関して 基礎的な前 提となる 人口と⼀般 世帯数に ついて
は、平成 37 年において、それぞれおよそ 194 万人、およそ 76 万世帯
と想定します。 

 
○ 県土の利用区分は、農地、森林、原野等、⽔⾯・河川・⽔路、道路、

宅地、その他の７区分とします。 
 

○ 県土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の県土の利
用の現況及び将来の想定される利用状況を基本に、将来人口等を前提と
し、利用区分間の調整を⾏い、定めるものとします。 

 
○ 第１の「県土の利用に関する基本構想」に基づく平成 37 年における

県土の利用区分ごとの規模の目標は、第１表のとおりです。 
なお、次の「２ 地域別の概要」も含め、以下の数値等については、

今後の経済社会の不確定さなどを踏まえ、流動的な要素があることに留
意しておく必要があります。 
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（第 1 表）     利用区分ごとの規模の目標 
 

利用 
区分 

目標⾯積        （単位：ha） 
基本⽅向 
（再掲） 

第五次計画 第四次計画 
平成 24 年 

（基準年次） 
平成 37 年 
（目標年次） 

増 
（▲減） 

平成 16 年 
（基準年次） 

平成 29 年 
（目標年次） 

増 
（▲減） 

農 地 110,900 106,500 ▲4,400 114,140 108,300 ▲5,840

○⾷料の安定供給に不可
⽋な優良農地の確保と
良好な管理 

○担い⼿への集積・集約
化の推進、荒廃農地の
発生防⽌・解消等 

森 林 1,066,700 1,066,700 ± 0 1,055,030 1,055,500 470 

○森林の適切な更新、多
様で健全な森林の整備
と保全 

○原生的な森林や⽔源林
の保全等 

原野等 6,620 6,460 ▲160 7,620 7,640 20 

○貴重な自然環境を形成
している原野の保全・
再生 

○採草放牧地等の適正な
利用 

⽔ ⾯ 
河 川 
⽔ 路 

39,670 39,630 ▲40 39,830 39,660 ▲170 

○ハードとソフトによる
総合的な防災・減災対
策の推進 

○適切な維持管理、良好
な⽔辺空間の確保等 

道 路 42,190 43,230 1,040 41,880 45,820 3,940 

○幹線道路網の構築、生
活道路の整備、適切な
維持管理 

○農道・林道の整備、適
切な維持管理 
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利用 
区分 

目標⾯積         （単位：ha） 

基本⽅向（再掲） 
第五次計画 第四次計画 

平成 24 年 
（基準年次） 

平成 37 年 
（目標年次） 

増 
（▲減） 

平成 16 年 
（基準年次） 

平成 29 年 
（目標年次） 

増 
（▲減） 

宅地 53,330 55,170 1,840 50,420 55,350 4,930 

○住宅地、工業用地、
その他の宅地の計 

再
掲 

住
宅
地 

32,650 33,760 1,110 30,620 33,390 2,770 

○安全性の向上とゆと
りある住環境の形成 

○既存住宅ストックの
質向上、都市におけ
る土地利用の⾼度化 

工
業 
用
地 

2,710 2,880 170 2,890 2,900 10 
○成⻑産業や⾼付加価

値産業の集積 
○工場跡地等未利用地

の有効利用 

そ
の
他
宅 
地 

17,970 18,530 560 16,910 19,060 2,150 
○中⼼市街地の活性化

と良好な環境の形成 
○空き店舗、空き地等

の有効活用 

その他 36,790 38,510 1,720 47,280 43,930 ▲3,350 

○公用・公共用施設用
地の確保 

○低・未利用地の有効
活用 

合 計 1,356,200 1,356,200 0 1,356,200 1,356,200 0 

 

市街地 17,640 17,470 ▲170 17,700 19,290 1,530 
○人口集中地区 

（再掲） 
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２ 地域別の概要 
 

○ 地域別の土地利用は、土地、⽔、自然等の資源の有限性を踏まえ、地
域の振興を図ることを目指し、環境の保全に配慮しつつ、地域の特性を
生かした土地の有効利用と県土の均衡ある発展を基本とします。 

 
○ 地域別の区分は、県土の自然的、社会的、歴史的な過程等から、次の

４地域に区分します。 
 

・ 東信地域（佐久・上小地域） 
 

・ 南信地域（諏訪・上伊那・飯伊地域） 
 

・ 中信地域（⽊曽・松本・大北地域） 
 

・ 北信地域（⻑野・北信地域） 
 
 
 

○ 計画の目標年次、基準年次、県土の利用区分及び利用区分ごとの規模
の目標は、１に準じて定めています。 

 
○ 平成 37 年の地域別人口は、次のとおり想定します。 

 
・ 東信地域 37 万人 

 
・ 南信地域 53 万人 

 
・ 中信地域 46 万人 

 
・ 北信地域 58 万人 

 
○ 平成 37 年における地域別の利用区分ごとの規模の目標は、第２表の

とおりです。 
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（第 2 表） 

地域別の利用区分ごとの規模の目標 
（単位：ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １ 道路は、⼀般道路、農道、林道である。 
２ 市街地は人口集中地区であり、再掲数値である。平成 24 年欄の市街地の⾯積は、

平成 22 年の国勢調査の⾯積である。 
３ 国土地理院による計測⽅法の変更により、平成 26 年 10 ⽉１日付けで県土⾯積

が 1,356,223ha から 1,356,156ha に変更されたが、合計欄は平成 24 年、平成
37 年とも 1,356,200ha とする。 

 
 

東信 南信 中信 北信 計 東信 南信 中信 北信 計

27,880 27,500 28,360 27,160 110,900 26,800 26,300 27,000 26,400 106,500

179,700 326,250 379,400 181,350 1,066,700 179,700 326,250 379,400 181,350 1,066,700

1,730 1,140 1,370 2,380 6,620 1,690 1,110 1,340 2,320 6,460

7,920 11,030 13,540 7,180 39,670 7,910 11,010 13,530 7,180 39,630

9,630 12,210 10,340 10,010 42,190 9,880 12,520 10,590 10,240 43,230

12,490 14,020 13,550 13,270 53,330 13,000 14,830 14,140 13,200 55,170

　 住宅地 7,070 8,860 8,200 8,520 32,650 7,340 9,310 8,430 8,680 33,760

　

工　業

用　地

550 1,020 590 550 2,710 560 1,090 660 570 2,880

　

その他

の宅地

4,870 4,140 4,760 4,200 17,970 5,100 4,430 5,050 3,950 18,530

8,250 7,150 5,940 15,450 36,790 8,620 7,280 6,500 16,110 38,510

247,600 399,300 452,500 256,800 1,356,200 247,600 399,300 452,500 256,800 1,356,200

2,540 4,190 4,440 6,470 17,640 2,540 4,030 4,440 6,460 17,470市 街 地

利用区分

平  成 24 年  （ 基  準  年  次 ） 平  成  37  年  （ 目  標  年  次 ）

農 地

森 林

原 野 等

水　　面

・河　川

・水　路

道 路

宅 地

そ の 他

合 計
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第３ 第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 
 

県土の利用は、本計画に基づき、公共の福祉を優先させるとともに、地
域を取り巻く自然や社会、経済、文化的条件等を踏まえて総合的かつ計画
的に進める必要があります。このため、土地所有者による良好な土地管理
と有効な土地利用に加え、県等は各種の規制措置・誘導措置等を通じた総
合的な対策を実施します。 

なお、本計画は、県及び市町村等の公的主体のほか、地域住⺠や⺠間企
業、ＮＰＯ、学術研究者などの多様な主体の活動により実現されるもので
あり、以下に掲げる措置は、それら多様な主体の参画と各主体間の適切な
役割分担に基づき実施されるものです。 

 
１ 土地利用関連法制等の適切な運用 

国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用並びに、
本計画、国土利用計画（全国計画、市町村計画）など、土地利用に関する
計画に基づく計画的な調整を通じ、適正な土地利用の確保と県土資源の適
切な管理を図ります。 

また、本計画を基本とする⻑野県土地利用基本計画においては、地域が
主体となった土地利用を進めるため、市町村の意向や地域の実情を⼗分踏
まえるとともに、土地利用の影響の広域性を踏まえた関係機関相互間の適
切な調整を図ることにより、土地利用の総合調整を積極的に⾏います。 

 
２ 県土の保全と安全性の確保 
(1) 本県の自然条件に対応した防災・減災対策 
○ 本県の地形、地質、気象等の自然条件に対応して、洪⽔、土砂流出、

地震、火山噴火、雪崩等による被害防⽌のために必要な施設整備を進め
るとともに、施設の適切な維持管理を進めます。 

 
○ より安全な地域への居住等の誘導に向け、災害リスクの⾼い地域の把

握、公表を積極的に⾏うとともに、地域の実情等を踏まえつつ、災害リ
スクの低い地域への公共施設等の⽴地による誘導や、関係法令に基づい
た土地利用制限を⾏う規制区域の指定を促進します。加えて、主体的な
避難を促進する観点から、ハザードマップの作成・配布や防災教育の体
系的な実施、避難訓練等を進めます。 

 
(2) 総合的な治⽔対策 

流域の保⽔・遊⽔機能を確保するための施設等の整備と適切な維持管理、
適切な土地利用等により、総合的な治⽔対策を進めます。 

 
(3) 災害に強い森林づくり 

森林の持つ県土保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、適
切な保育、間伐などの森林整備を進めるとともに、山地災害の発生の危険
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性が⾼い地区の的確な把握に努め、保安林の適切な指定・管理や治山施設
の整備等、災害に強い森林づくりを進めます。その際、流域保全の観点か
らの 関係機関と の連携や 地域におけ る避難体 制の整備な どのソフ ト対策
との連携を通じた効果的な事業の実施を図ります。 

 
(4) 県土の安全性の向上 

県土の安全性を⾼めるため、住宅・建築物の耐震化、ライフラインの多
重化、交通ネットワークの代替性の確保、公園や学校等の防災機能の強化、
市街地における公園・街路等の活用による指定緊急避難場所・避難路の整
備とオープンスペースの確保及び道路の無電柱化等の対策を進めます。 

 
３ 持続可能な県土の管理 
(1) 都市の集約化 

都市の集約化に向け、地域の実情に応じ、⾏政、医療・介護、福祉、商
業な ど生活サー ビスを提 供する都市 機能や居 住を都市中 ⼼部や生 活拠点
等へ誘導し、歩いて暮らせる集約型のまちづくりを進めます。 

また、⾼齢者等の移動⼿段が確保されたまちづくりを進めるとともに、
公共交通機関の再生・活性化等によるネットワークを整備します。 

 
(2) 「小さな拠点」の形成 

生 活サービ ス機能等の 維持が困 難と⾒込ま れる中山 間地域等の 集落地
域において「小さな拠点」の形成を進めるため、地域の実情に応じ、日常
生活に不可⽋な施設を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通など
のネットワークでつなぐ取組を進めます。 

 
(3) 優良農地の確保・農業振興 
○ ⾷料の安定供給に不可⽋な優良農地の確保を図るとともに、農業⽔利

施設の適切な保全管理を図ります。 
 
○ 農地の有する県土保全等の多⾯的機能を発揮させるため、農業の担い

⼿の育成・確保と営農等の効率化に向け、農地の大区画化等による農業
生産基盤の整備や農地中間管理機構等を活用した農地の集積・集約を推
進するとともに、担い⼿に集中する⽔路等の管理を地域コミュニティで
⽀える活動に対し⽀援します。特に、中山間地域等では、地域の多様な
農業者の役割分担により相互に⽀え合う集落営農組織を育成し、地域全
体として営農の継続や農地の維持・活用を図ります。 

 
○ 新技術の導⼊による省⼒化・低コスト化、市場価値の⾼いオリジナル

品種の生産拡大、⾷の安全と消費者の信頼の確保に応える農産物の安定
供給体制の確⽴、６次産業化、⾷育・地消地産の推進や農業・農村ビジ
ネスの創造により、農業の雇用と農産物の⾼付加価値化を促進するとと
もに、環境と調和した農業生産活動を進めます。 
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(4) 持続的な森林管理・林業振興 
○ 持続的な森林管理を⾏うため、主伐と植栽等による適切な更新を進め

るとともに、間伐等の施業を効率的に⾏えるよう、小規模な⾯積の森林
の集約化や路網等の基盤整備を促進します。 

 
○ 林業を担う人材の育成・確保、生産・加工・流通体制の整備等により、

林業・⽊材生産の経営体制を強化するなど林業の成⻑産業化を進め、林
業の持続的かつ健全な発展を図ります。 

 
○ 県産材を活用した住宅等の普及や⽊造公共施設の建設を促進し、県産

材の需要拡大を図るとともに、⽊質バイオマス・エネルギーの普及拡大
に向け、モデル事業の実施などにより課題の解決を図り、森林資源の循
環的な利活用を促進します。 

 
(5)  健全な⽔環境の維持・回復 
  上流⽔源県として健全な⽔循環の維持⼜は回復のため、森林の⽔源涵

かん

養機能の発揮、農地の適切な維持管理、⽔辺地や⽔生生物の保全による
河川・湖沼の自然浄化能⼒の維持・回復、⾬⽔の地下浸透、土壌汚染の
防⽌等による地下⽔の⽔質保全と利用の促進、地球温暖化に伴う気候変
動への対応、⽔環境の改善等の施策を総合的かつ⼀体的に進めます。 

また、⽔源地について、周辺の開発状況や土地取引状況の把握に努め、
その保全を図ります。 

 
(6) 美しい景観の保全・再生・創出 
  歴史的・文化的風土の保存、文化財の保護を図るとともに、良好なま

ちなみ景観や緑地・⽔辺景観、農山村景観等、本県の自然と歴史が織り
なす美しい景観の保全・再生・創出を図ります。 
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４ 自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確保 
(1) 多様な自然環境の保全 

地域特性に応じて、次のように本県の多様な自然環境の保全を図ります。 
○ ⾼い価値を有する原生的な自然については、厳格な⾏為規制等により、

保全を図ります。 
 
○ 在来の野生動植物の生息・生育、自然景観、希少性等の観点からみて

優れている自然については、⾏為規制等により、適正に保全します。 
 
○ ⾥地⾥山にみられるような人の⼿が⼊ることによって維持される自然

については、適切な農林業活動や⺠間・ＮＰＯ等による保全活動の促進、
必要な施設の整備等を通じて利用と保全が調和した自然環境の維持・形
成を図ります。 

 
○ 自然が減少した地域については、自然の再生により、質的向上・量的

確保を図ります。 
 

(2)  生物多様性の確保 
○ 上記(１)のいずれの地域においても、生物の多様性を確保する観点から、

森林、農地、都市内緑地・⽔辺、河川等をつなぐ生態系ネットワークの
形成に配慮します。 

 
○ 在来の野生動物の生息環境を保全する⼀⽅、侵⼊防⽌柵の整備や⿃獣

保護・管理を⾏う人材育成等の野生⿃獣被害対策を進め、被害の防⽌を
図ります。 

また、侵略的外来種の定着、拡大を防ぎます。 
 

○ 県土には希少種を含む様々な野生生物が生息・生育していることも踏
まえ、原生的な自然環境だけでなく、農地、荒廃農地等においても希少
種等の野生生物に配慮した土地利用を進めます。 

 
(3) 観光・地域産業の振興 

本県の山岳⾼原や森林、河川などの美しく豊かな自然環境や風景、地域
固有の自然生態系、自然に根ざした地域の伝統・文化・景観は、観光資源
としてきわめて⾼い価値を有しています。これらを適切に活用したエコツ
ーリズムの推進や、環境に配慮した地場産品の活用により、観光をはじめ
とした地域産業の振興を図ります。 

また、国内はもとより、訪日外国人の関⼼も⾼いことから、受⼊環境の
整備を図り、国⽴公園などのブランドを活かした国内外の観光客の増加を
図ります。 
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(4) 地球温暖化対策の推進 
○ ヒートアイランド現象や地球温暖化等への対策を加速させるため、自動

⾞から公共交通利用への転換促進など環境と調和した交通体系の形成、
住宅・建築物の省エネルギー対策、市街地の緑地・⽔⾯等の効率的な配
置などにより環境負荷の小さな土地利用を図ります。 

 
○ 温室効果ガスの削減のため、森林や都市の緑地の適切な保全・整備を

⾏い、森林吸収源対策を着実に実施します。 
 

(5) 生活環境の保全 
県⺠の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染、⽔質汚濁、土

壌汚染、騒⾳、悪臭等への対策を適切に実施します。 
また、騒⾳の著しい交通施設などの周辺においては、緩衝帯の設置など

の周辺対策を進めます。 
河川・湖沼といった公共用⽔域の流域においては、⽔質保全のため、生

活排⽔、工場・事業場の排⽔による汚濁負荷の削減対策、降⾬による排⽔
路等からの流出⽔対策、緑地の保全その他自然環境の保全を図ります。 

 
(6) 資源循環型社会の形成 

資源循環型社会の形成に向け、廃棄物の排出抑制（リデュース）、再使
用（リユース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒの⼀層の推進を図ります。
また、発生した廃棄物の処理については、排出者や処理業者に対して適正
な処理を求めるとともに、不法投棄等の不適正処理を防⽌します。 

 
(7) 環境影響評価等の推進 

環境影響評価制度については、大規模開発等を⾏う事業者が⼗分な環境
保全対策を⾏うよう、適切な運用を図ります。 

また、事業の特性を踏まえつつ公共事業の位置・規模等の検討段階にお
いて環境的側⾯からの検討を⾏うことなどにより、適切な環境配慮を促進
します。 

  



 

２６ 
 

５ 土地の有効利用の促進 
(1) 農地 
○ 「⻑野県⾷と農業農村振興計画」に⽰す基本⽅向により各種施策を総

合的に展開するとともに、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法
の適切な運用により、優良農地の確保に努めます。 

 
○ 荒廃農地の再生と発生防⽌に着実に取り組むとともに、農地の集積・

集約を推進し、多様な担い⼿による効率的な活用を進めます。 
 
(2) 森林 
○ 林産物の供給をはじめ、県土保全、⽔源涵

かん

養等の森林の持つ多⾯的機
能が総合的に発揮されるよう、地域森林計画等に基づき、間伐等による
森林整備と保全を計画的に進めます。 

 
○ 森林セラピー基地等を森林の癒し効果の享受や環境教育の場として活

用しながら、観光、医療、教育等の分野と融合を図ることにより、森林
関連産業の活性化を促進します。 

 
(3) ⽔⾯・河川・⽔路 

治⽔や利⽔の機能発揮を図りつつ、在来の野生動植物の多様な生息・生
育環境を保全することにより、自然のうるおい豊かな⽔⾯・河川・⽔路づ
くりを進めるとともに、親⽔性やオープンスペース等の多様な機能に配慮
した⽔辺環境整備を推進し、⽔と人とのふれあいの場の形成を図ります。 

 
(4) 道路 
○ 安全性・快適性・防災機能の向上を図るため、道路改良、歩道等の交

通安全施設の整備、道路情報の⾼度化、道の駅の整備、植樹帯の設置、
無電柱化等を推進するとともに、良好な道路景観の形成、道路空間の有
効利用を図ります。 

 
○ ⾼規格幹線道路と地域⾼規格道路の整備をはじめ、⾼速交通網へのア

クセス道路から生活関連道路、農道、林道に⾄るまでの地域道路網の体
系的な整備を推進します。 

 
○ リニア中央新幹線整備による効果を広く県内に波及させるため、駅の周

辺整備、⾼速道路とリニアを⼀体化する道路整備、トンネル発生土運搬
路確保にあわせた道路整備及びリニア３駅活用交流圏の実現に向けた道
路整備を進めます。 

 
(5) 住宅地 
○ ⻑期的な需給⾒通しに基づいて、量より質の向上を重視した適正な住

宅地の供給を図るとともに、良好な居住環境の形成のため、公園緑地、
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下⽔道等の整備、土地区画整理を促進します。 
 
○ 住宅の⻑寿命化、耐震性の向上、環境に配慮した住宅の普及、中古住

宅の市場環境の整備等により、良質な既存住宅ストックの形成と有効活
用を進め、住宅地の持続的な利用を促進します。 

また、都市においては、安全性の向上とゆとりある快適な環境の確保に
配慮しつつ、住宅地の⾼度利用を図ります。 

 
○ 中山間地域においては、定住人口の確保を図るため、地域の実情に応

じ、公的主体を中⼼として、良好な居住環境を備えた住宅地の供給を促
進します。 

 
○ 空き家等については、空き家バンク等による所有者と⼊居希望者との

マッチングを進めるとともに、空き家等を地域の活性化、移住・二地域
居住の促進、人口定着につながるよう改修するなど利活用を促進します。 

 
○ 空き家等の実態把握や倒壊等の著しい危険がある空き家等の除却等の

措置を⾏う市町村に対して、技術的な助⾔を⾏います。 
 
(6) 工業用地 

未来を拓く次世代産業の創出に向け、⻑野県の地域特性に合致し、⻑野
県産業の有する⾼度な技術⼒を活かすことができる成⻑期待分野を重点
とした産業集積を計画的に進める上で必要な工業用地の確保を図るとと
もに、⾼度情報通信インフラ、研究開発インフラ、産業・物流インフラ等
の総合的な整備を促進します。 

なお、これらを⾏うに当たり、環境負荷の低減と地域社会との調和に配
慮するとともに、既存の工業団地のうち未分譲のものや工場跡地等の有効
利用を図ります。 

 
(7) その他の宅地 

市街地再開発等による⾯的整備、大規模集客施設の適正⽴地、地域・商
店街・個店・住⺠等の多様な主体の創意工夫やスモールビジネスの創出、
創業の促進により、市街地の活性化を図ります。 

 
(8) 低・未利用地 
○ 都市及びその周辺地域の低・未利用地については、再開発用地として

の利用を図るほか、新たな宅地や公園緑地、工業用地等の需要がある場
合には優先的に活用するとともに、状況に応じて自然の再生を図るなど、
地域の実情を踏まえて有効利用を図ります。 

 
○ 再生可能な荒廃農地については、生産のための基盤整備や農業の担い

⼿への集積・集約の促進等により、農地として有効活用を図ります。 
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また、森林原野化した再生困難な荒廃農地については、新たな生産の場
として活用するなど、有効利用を図ります。 

 
６ 土地利用転換の適正化 
(1) 土地利用の転換 
○ 土地利用の転換は、復元の困難性や生態系をはじめとする自然の様々

な循環系への影響に⼗分留意した上で、人口や産業の動向、周辺の土地
利用の状況、社会資本の整備状況その他の自然的・社会的条件など地域
の実情を勘案して、適正に⾏います。 

また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案する必要がある
ときは、速やかに計画の⾒直しなどの適切な措置を講じます。 

 
○ 都市の低・未利用地や空き家等が増加していることにかんがみ、これ

らの有効活用を通じて、農林業的土地利用・自然的土地利用からの転換
を抑制します。 

 
(2) 農地の利用転換 
○ 農地の利用転換を⾏う場合には、⾷料生産の確保、農業経営の安定、

地域の農業や景観等に及ぼす影響に留意し、農業以外の土地利用計画と
の調整を図ります。 

また、既存の低・未利用地等の有効活用を優先し、無秩序な転用を抑制
します。 

 
○ 地域の実情に応じた農地取得の下限⾯積の引下げの検討や、家庭菜園

づくりへの応援等を通じ、本県における「農ある暮らし」の魅⼒を⾼め、
新規就農の促進と移住・定住人口の拡大を図るとともに、中山間地域の
荒廃農地の再生・有効活用を促進します。 

 
(3) 森林の利用転換 

森林の利用転換を⾏う場合には、林産物の供給をはじめ、県土保全、⽔
源涵

かん

養等の森林の持つ多⾯的機能の維持を図ります。 
また、生物多様性保全のため、生態系ネットワークの維持に⼗分配慮し

て周辺の土地利用との調整を図ります。 
 

(4) 大規模な土地利用転換 
大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、周辺

地域も含めて事前に⼗分な調査と調整を⾏い、県土の保全と安全性の確保、
環境の保全等に配慮しつつ、適正な土地利用の確保を図ります。 

また、地域住⺠の意向等、地域の実情を踏まえるとともに、市町村の基
本構想など地域づくりの総合的な計画、公共用施設の整備や公共サービス
の供給計画等との整合を図ります。 
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(5) 混在地における土地利用転換 
農 地等の農 林業的土地 利用と宅 地等の都市 的土地利 用が無秩序 に混在

する地域または混在が予測される地域においては、必要な土地利用のまと
まりを確保することなどにより、農地と宅地等相互の土地利用の調和を図
ります。 

 
(6) リニア中央新幹線⻑野県（仮称）駅周辺の整備 

リニア中央新幹線⻑野県（仮称）駅及び駅周辺については、リニア活用
基本構想を踏まえ、国内外からの来訪者を迎える県の新たな南の玄関口に
ふさわしいものとすることを目指します。このため、地域の市町村や住⺠
の意向や優良農地の保全に配慮しつつ、「⻑野県らしさ・伊那谷らしさを
感じる駅」、「広域交通・地域振興の拠点となる駅」という視点から、既存
の公共交通との連携も含め、必要な機能・施設等の整備を進めます。 

 
７ 県土に関する調査の推進 

土地境界の明確化が目的である国土調査による地籍整備は、被災後の復
旧・復興の迅速化や土地取引、⺠間開発・県土基盤整備の円滑化等に貢献
する極めて重要な取組であるため、事業主体である市町村が⾏う地籍調査
の計画的な実施に対し⽀援するとともに、⾼齢化や不在村化の進⾏により、
森林や農地等において境界や所有者が不明となる土地が発生することを防
ぐ観点から、境界の保全や台帳の整備等の取組を進めます。 

また、希少種を始めとする生物の分布情報について、気候変動の影響等
への対応も念頭に、様々な主体による調査結果を集約することなどにより
整備を促進します。 

さらに、これらの調査結果の普及と啓発を図ります。 
 
８ 計画の効果的な推進 

計画の推進等に当たっては、各種の指標等を活用し、県土利用をとりま
く状況の変化及びこれらの分析を通じて計画推進上の課題を把握し、計画
がその目的を達するよう効果的な施策を講じます。 

 
９ 県土の県⺠的経営の推進 

所有者等による適切な管理、国や県、市町村による公的な役割に加え、
地域住⺠、企業、ＮＰＯ、他地域の住⺠など多様な主体が、森林づくり活
動、河川・湖沼環境・道路等の保全活動、農地の保全管理活動等に参画す
るほか、地元農産品や地域材製品の購⼊、緑化活動に対する寄付等、様々
な⽅法により県土の適切な管理に参画する「県土の県⺠的経営」の取組を
進めます。 
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おわりに 
 

土地は、現在と将来における限られた資源です。私たちは、先人から受け
継いだ豊かな自然や人の営みにより育まれた伝統的な風景や文化等を保全・
再生し、より良い状態で将来に引き継いでいかなければなりません。 

そのためには、土地利用に関する諸計画の実施に際し、本計画に定める三
つの基本⽅針「適切な県土管理を実現する県土利用」、「自然環境と美しい景
観等を保全・再生・活用する県土利用」、「安全・安⼼を実現する県土利用」
を踏まえた、不断の取組が必要です。 

また、本計画が目指す「県土の安全性を⾼め、持続可能で豊かな県土を形
成する県土利用」の実現にあたっては、計画期間を超えた⻑期的な⾒通しの
上に地域の合意形成を進めるなど、⻑期の視点からの取組も重要となります。 

なお、国土利用計画（全国計画）や今後の県土利用をめぐる情勢の変化を
⾒据え、必要に応じ本計画の⾒直しを⾏うこととします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


